
七ヶ浜第２スポーツ広場の利用料金 

 

区分 利用料金の基準額 

午前 午後 時間外（１時間につき） 

半面につき ６６０円 ８８０円 ２２０円 

備考 

１ 「午前」とは午前９時から午前１２時まで、「午後」とは午後１時から

午後５時まで、「時間外」とは午前０時から午前９時まで、午後０時から

午後１時まで及び午後５時から午後１２時までをいう。 

２ 時間外の利用料金の基準額において、使用時間に１時間未満の端数が

あるときは、１時間に切り上げる。 

３ 興行その他の営利を目的とする使用に係る施設の利用料金の基準額は、こ

の表に定める額の５倍の額とする。 


